
国家公務員及び地方公務員の技術職に対する資格手当制度の創設等を求める意見書 

 

近年、社会資本の老朽化対策や防災・減災対策、公共施設の維持管理、都市計画、環境対策な

ど、行政に求められる技術的課題はますます高度化・複雑化している。これらの課題に的確に対

応し、住民生活の安全・安心を確保していくためには、高度な専門知識と技術力を有する技術職

員の確保及び育成が不可欠である。 

しかしながら、国家公務員及び地方公務員の技術職においては、技術士、一級建築士、測量士、

電気主任技術者、施工管理技士などの専門資格を取得しても、その専門性や能力が給与制度に十

分反映される仕組みが整備されていないことが一般的である。なお、地方自治体では、佐賀市、

生駒市などが独自の資格手当を支給しているが、限られた範囲となっている。 

一方、民間企業においては、資格手当の支給等により専門資格の取得を奨励し、その能力を処

遇へ反映する制度が広く導入されている。技術系人材確保の競争が激化する中で、公務部門にお

ける処遇面での差は、人材確保における課題となっている。 

また、国家公務員及び地方公務員を志望する若年層は減少傾向にあり、とりわけ技術職につい

ては採用試験の応募者数の減少や採用辞退者の増加が見られる。さらに、採用後においても、専

門資格や技術力が処遇に反映されやすい民間企業へ転職する事例が増えており、技術職員の確保

と定着は喫緊の課題となっている。 

行政サービスの質を維持・向上させ、将来にわたり安定した公共インフラの整備・維持管理を

行うためには、高度な専門性を有する技術職員の能力を適切に評価し、その努力と成果を処遇に

反映する制度の構築が必要である。 

よって、本市議会は、国に対し、国家公務員及び地方公務員の技術職について、専門資格の取

得及び維持に対する適切な評価を行うため、次の事項について速やかに実施するよう強く要望す

る。 

１ 国家公務員の技術職について、技術士、一級建築士その他の高度な専門資格を対象とした資

格手当制度の創設を含め、専門資格や技術力を適切に評価する処遇制度を整備すること。 

２ 地方公共団体においても同様の資格手当制度等を導入できるよう、制度設計に必要な指針を

示すとともに、財政措置を含めた支援策を講ずること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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